
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の概要

2023/8/29　　環境課

◆昭和26年「神奈川県事業場公害防止条例」制定（事業所の公害規制の開始）

◆昭和46年「神奈川県公害防止条例」制定（一定の事業所に許可制度等を創設）

◆平成10年「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」制定
　（事業所の公害規制に加え、自動車排ガスや生活排水など生活環境の保全に対象を拡大）

◆平成14年及び16年 条例一部改正
　（ディーゼル車規制、化学物質管理の強化、土壌汚染の調査結果公表等）

◆平成23年 条例一部改正（環境配慮推進事業所制度の創設、汚染土壌の処理に関する規制、
  周辺住民への環境情報の提供、指定事業所の施設変更に伴う届出等の簡素化）

◆令和２年 条例一部改正（環境配慮推進事業所を「優良環境管理事業所」とし手続きを合
　理化、災害時の指定事業所に係る手続きの特例措置、土壌汚染対策法との連携を考慮した
　手続きの合理化等）

◆令和３年 条例一部改正（石綿の飛散防止や濃度測定の責務の追加）
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